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令和２年度 島根県原子力安全顧問会議（第１回自然災害対策小会議） 

                      日 時  令和２年６月９日（木） 

                           １０：００～１２：１０ 

                      場 所  島根県職員会館多目的ホール 
（ＴＶ会議） 

○田中ＧＬ お時間になりましたので、釜江先生のほうの音声、通信の具合が若干悪いよ

うですけど、ひとまず開始させていただきたいと思います。 

では皆様ＴＶ会議のほうにお集まりでございますので、これから第１回の自然災害対

策小会議を開催したいと思います。 

本日の司会を務めさせていただきます、島根県原子力安全対策課の田中と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。本日の会議は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策としまして、テレビ会議により開催させていただいております。 

こちら島根県庁におきましては、テレビ会議の様子を報道機関、傍聴を希望された一

般の方々に公開しております。この点御承知置きいただきたいと思います。 

はじめに島根県防災部の原子力安全担当次長をしております、森本のほうから一言御

挨拶申し上げたいと思います。 

○森本次長 島根県防災部次長の森本でございます。 

岩田顧問様、釜江顧問様、佃顧問様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点からテレビ会議での開催に御協力くださいまして、ありがとうございます。 

また、本日は大変お忙しい中御出席いただき、ありがとうございます。 

御案内のとおり、島根原発２号機の安全対策については規制委での審査が進捗してお

ります。そうした中、顧問の皆様からより詳細な御助言、御意見をお聴きしていくため、

前回の書面開催で御案内いたしましたとおり、全体会議に加えまして、(1)自然災害対策、

(2)原子炉施設の安全対策、(3)避難対策の３つの小会議を設けました。本日は、３つの小

会議の最初として、規制委の審査が進んでおります自然災害対策から始めさせていただく

ことといたしました。 

詳細は後ほど御説明いたしますけれども、本日は、本小会議で扱う論点項目の一覧を

お示した後、地震対策をテーマに御確認をいただきたいと思っております。顧問の先生方

におかれましては、様々な角度から忌憚のない御意見をいただければと考えております。 

 それではどうぞよろしくお願いいたします。 
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○田中ＧＬ それでは説明に入ります前に、まず配布資料の確認をさせていただきたいと

思います。お手元には次第と名簿、資料１，２，３，４，５を用意しております。名簿に

ついてですが、急遽原子力安全対策課長の出雲に替わりまして、先ほど挨拶申し上げまし

た次長の森本が参加しております。この点修正になりますが、後ほど県のホームページに

は修正したものを載せさせていただきたいと思います。 

本日は、自然災害対策関係の顧問であります岩田先生、釜江先生、佃先生とＴＶ会議

で繋いでおります。それから中国電力の広島の本店のほうから、地盤と断層の関係の説明

者として黒岡担当部長、地震動の関係の説明者として阿比留担当部長に出席いただいてお

ります。島根原子力本部の渡部広報部長にも、広島のほうから出席いただいております。 

 続きまして本日の議事の進め方について、次第に則って御説明させていただきます。議

題の（１）といたしまして、初めに島根県から小会議の進め方など、全般的事項について

説明させていただきたいと思います。その後、議題の（２）としまして、この小会議にお

きましての個別の論点項目につきまして島根県と中国電力の両方から御説明します。 

 本日御説明する項目は大きく分けて２つございまして、宍道断層の長さの設定根拠とい

ったものを議論する①地盤・断層評価に関する項目と、②基準地震動の設定に関する項目

の２つを用意しております。①と②のそれぞれの説明が終わった後に顧問の先生方からの

御意見をいただきたいと考えております。時間があれば、全体を通した質疑応答や、追加

の論点といったものがあるかについても、照会させていただきたいと思います。 

 小会議の各論点につきましては、顧問の先生方から可能な限り幅広く御意見をいただき

たいと考えているところですけれど、こうしたＴＶ会議で、通信の状況も何とも言えない

と思いますので、長時間にわたって忌憚のない御意見をいただくのは中々難しいと考えて

おります。このため、今日のところは会議時間の延長は極力行わないことにしたいと思っ

ております。議題が残るようでしたら、次回の会議に回させていただきたいと思います。

この点、御了承いただきたいと思います。 

 それから本日、僅かながら傍聴の方がいらしております。傍聴の方からは、通常は質問

という形で直接御意見をお受けするのですけれども、本日は機材の都合もありましてＴＶ

会議の中で受け付けることは難しいと思っておりますので、本日のところはお配りしてい

る質問票により受け付けさせていただきたいと考えております。質問のある方はそちらの

ほうに御記入いただきまして、お帰りの際に係員に渡していただければ、御質問への回答

を本日の議事録と共にホームページに掲載することを検討させていただきます。 
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 それでは議題の（１）、小会議に係る全般的事項について島根県のほうから御説明させ

ていただきます。 

○河野企画員 県の河野です。私から資料１について御説明いたします。 

資料１を御覧ください。小会議の進め方ですが、まずは手順①で、県として確認が必

要と考えるものを論点として挙げ、これについて事業者から説明いただき、その内容を確

認していきます。この自然災害対策では、少なくとも３回の開催を想定しています。その

後の流れにつきましては、資料の手順②以下のとおり考えているところです。なお、全体

会議の場で各小会議での内容を共有することとしております。以上です。 

○柘植主任 引き続いて自然災害対策小会議の論点項目と対象範囲について島根県の柘植

から御説明します。お配りしております資料２を御覧ください。こちらの資料を用いて、

自然災害対策小会議と原子炉施設の安全対策小会議の論点の区分けについて御説明します。 

こちらの資料２の１．に記載しておりますとおり、原子炉施設への影響を及ぼし得る

自然災害の規模の想定と設計方針、こちらの内容を自然災害対策小会議で扱う内容として

おります。いくつか例を挙げておりますが、基準地震動、基準津波の規模想定等や、新た

に島根原発に用いようとしている制震装置が適用できるかどうか、津波を防ぐための防波

壁がどのような構造になっているか、といった設計方針などは、この小会議で扱う範囲と

なります。 

一方で、２．に記載しておりますとおり、その後、すなわち自然災害により異常が発

生した後の対応手順や体制については、原子炉施設の安全対策小会議、本日とは別の小会

議で扱うこととしております。ここでも例を示しておりますが、例えば地震が発生した後

のアクセスルートの確保手順等については、原子炉施設の安全対策小会議において御意見

を伺うこととしております。 

このような形で区分けした上で、それぞれの小会議で確認を進めていきまして、その

後は一番下のなお書きにありますように、各小会議で確認した内容を全体の会議で共有す

るという予定にしております。資料２に関する御説明は以上です。 

続けて、資料３に関する御説明に移ります。 

資料３では、この自然災害対策小会議における論点を一覧形式で示しております。こ

れらの論点は、県として確認が必要とした項目として整理したものでして、資料の左側に

列挙しておりますように、現状合計で３６項目の論点を抽出しております。また論点は、

大項目として、①地震、②津波、③その他自然災害と３種に区分しております。資料の右
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側のほうにはこれまでの顧問会議で扱った回を示しておりまして、黒丸を付けている箇所

はその論点の内容について過去の顧問会議で扱った履歴があることを示しております。こ

の黒丸でお示ししているように、論点の大半が過去の顧問会議でも御意見等いただいてい

るものですけれども、小会議ではこれまでの中国電力の審査内容等を踏まえた上で、県と

して確認が必要なものという観点で抽出、整理した論点について改めて御紹介あるいは御

説明をさせていただいて、顧問の先生方から御意見を伺いたいと考えております。 

なお論点の中には、国の審査とは別に県独自で抽出した事柄を含むものもございまし

て、これらは資料の左側、論点番号の左のところに黒い星のマークをつけて区別しており

ます。この黒い星がある県独自の項目は現状６項目ございます。 

では各論点に関して具体的な議論に入る前段、入口の話としまして、それぞれの論点

の概要、つまり県がどういった論点を抽出しているかについて、括弧書きの論点番号に沿

って概要を御説明させていただきます。 

まず①の地震の小項目ア、施設の地盤に関する論点としまして、＜１＞島根原発の下

に活断層はないかという項目を抽出しております。 

この一段下の小項目には、基準地震の設定に関する論点を抽出しておりまして、はじ

めに＜２＞として、５つの基準地震動はどのような地震を想定したものかという項目を抽

出しております。御承知のとおり基準地震動には敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動と震源を特定せず策定する地震動の２種類がございますので、ここではさらに小項目を

つけて区分しておりまして、括弧書きの（ア）以下の論点＜３＞から＜１０＞までは、敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動に関する論点として県が抽出した項目です。 

このうち、＜３＞から＜７＞までは主に宍道断層や海域三連動の断層評価に関するこ

とでして、＜３＞では震源を特定して策定する地震動として、宍道断層、海域三連動によ

る地震を選定した理由を論点として挙げております。また、＜４＞の島根半島の離水海岸

地形と断層活動の関連性は検討されているかという項目は、県が独自で抽出した項目です。

番号の＜５＞から＜７＞については、宍道断層及び海域三連動の断層の端部評価に関する

ものでして、東端・西端の評価の設定根拠であったり、宍道断層とその東側の鳥取沖西

部・東部断層は連動することはないか、といった内容について扱います。これらの内容に

ついては過去の顧問会議でも度々御意見いただいているところではありますが、論点項目

として整理した内容をお示しした上で、改めて御意見を伺いたいと考えております。 

この下側の＜８＞から＜１０＞の項目については、断層評価を踏まえた地震動の評価
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に関するものでして、＜８＞は断層モデル手法による地震動評価での基本震源モデルのパ

ラメータ、＜９＞は応答スペクトル法による地震動評価において耐専式を適用するものと

しないものがある理由及び内陸補正を用いない理由を論点としております。＜１０＞は、

断層モデル手法における不確かさや不確かさの組み合わせの考慮内容を論点としておりま

す。その下の＜１１＞から＜１３＞は震源を特定せず策定する地震動に関する論点でして、

＜１１＞はひずみ集中帯のような震源を特定できない未知の断層の考慮状況について確認

するために設けた県独自の項目です。＜１２＞は、それらの考慮の結果、鳥取県西部地震、

北海道留萌支庁南部地震という２つの地震を基に基準地震動を設定した理由を論点として

おります。＜１３＞につきましては、規制委員会で現在検討されている標準応答スペクト

ルによる基準地震動への影響を確認する項目ですが、これについては現時点でも国での検

討が続いておりまして、過去の顧問会議でもまだ扱ったものでありませんが、今後の状況

に応じてこの小会議の中で御意見を伺うこととしております。ここまでの＜２＞から＜１

３＞までが基準地震動に関する論点項目です。 

続いてその下側のウは周辺斜面の安定性に関連して抽出した項目でして、＜１４＞，

＜１５＞として、斜面の崩壊による重要設備への影響や、地滑り・土石流等の危険箇所に

対策が講じられているかについて論点として挙げております。 

エの項目は、耐震設計の方針に関する論点を示しておりまして、＜１６＞から＜２１

＞までの６項目を抽出しております。耐震設計方針に関しては、まだ国の審査の途中では

ありますが、耐震重要度分類を決めた判定基準や重要設備の抽出範囲などの耐震設計の前

提条件、地震に伴う液状化や地下水位低下設備の効果及び耐震性などの論点について御意

見を伺うこととしております。 

次に②の津波に関する論点の説明に移ります。ここではまず、ア、基準津波に関する

論点として＜２２＞から＜２５＞までの４項目を上げております。ここでは基準津波の想

定や日本海東縁部を波源とする津波の想定内容や、地震以外の要因を津波の影響論点項目

として挙げております。なお、＜２５＞については、警報の出ない津波への対応という島

根原発に関して国では直接見られていない事柄も含んでおりますので、県独自の項目とし

て整理しております。 

その下のイの項目は、津波のうち耐津波設計方針に関する論点でして、＜２６＞から

＜２８＞までの３項目を挙げております。その内容は、水位上昇側、水位下降側それぞれ

の津波による施設への影響や、漂流物の衝突に対する設計方針に関することです。 
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続いてその下の③のところは、その他自然災害に関して抽出した論点項目です。ここ

では竜巻、火山、森林火災、その他と４つの小項目に分けております。 

まず③のア、竜巻については、＜２９＞，＜３０＞の二つの論点を抽出しておりまし

て、＜２９＞において竜巻風速の設定根拠、＜３０＞において竜巻による重要設備の影響

について、中国電力の説明内容等をお示しして御意見を伺うこととしております。 

次のイ、火山についても＜３１＞，＜３２＞と二つの論点を抽出しておりまして、現

時点では審査中ではありますが、火山灰の想定内容の設定根拠、火山灰の重要設備の影響

を論点として、今後御意見を伺うこととしております。 

その下のウ、森林火災については１項目抽出しております。その内容は、原発の敷地

外で発生した森林火災が、施設に延焼することはないかというものでございます。 

エでは、アからウ以外のその他の自然災害への状況に関するものとして、頻発する大

雨・洪水や頻度の高い地震による影響の考慮状況、複数の自然現象の重畳の考慮、汚染水

対策の状況を論点として上げています。このうち＜３４＞と＜３６＞は県独自の項目とし

て抽出したものです。 

少し御説明が長くなってしまいましたが、以上が自然災害対策小会議に関して現状抽

出している論点項目の内容、全容でございます。御説明したうち、本日この初回の小会議

で扱うのは、資料の一番右側の列に、①または②の番号をつけている合計１２項目です。

①が地盤・断層評価に関する項目でして、②が基準地震動の設定に関する項目です。それ

ぞれ６項目ずつございまして、本日の小会議の中でこれらについて議論して御意見を伺い

たいと考えております。またこの１２項目のうち、県として重点的に議論が必要と考える

項目については資料上に青字、青の網掛けで表示しております。これらの項目については

本日、中国電力さんから詳細な説明を受けた上で御意見を伺うこととしております。ただ、

もちろんそれ以外の論点項目につきましても、顧問の先生方から幅広く御意見を伺いたい

と思っておりますので、忌憚のない御意見をくださいますようお願いいたします。また、

論点の項目の内容や数はあくまで本日の初回小会議時点のものですので、審査の進捗や顧

問の皆様の御意見に応じて適宜拡充を図る考えですので、この点も御承知おきください。 

資料３に関する御説明は以上です。 

○田中ＧＬ はい。先ほど御説明のとおり、大半が過去の顧問会議、それから個別に訪問

して御意見いただいた範囲が主なものとなっております。それでは議題（１）の説明はこ

れで終わりとしまして、続けて次の資料４のほうに入っていきたいと思います。資料４の、
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論点の番号順に御説明させていただきたいと思います。最初に島根県の方から、本日の会

議では詳細な説明を行いませんが、論点の＜１＞から＜４＞について、まず簡単に御紹介

させていただきたいと思います。 

○柘植主任 では引き続いて資料４につきまして、島根県の柘植から御説明します。お配

りしている資料４では、自然災害対策の論点と題しまして、左側に県が抽出した論点項目

をそれぞれ記載しておりまして、その右側には論点の項目ごとに審査等における中国電力

の説明の内容を記載しております。 

では地震のうち、地盤・断層評価に関する論点について、順次概要を御紹介いたしま

す。まず論点項目の＜１＞、こちらは島根原発敷地内の断層評価に関することでして、審

査において中国電力は既存の文献調査や、地質調査によって敷地には連続する破砕部や断

層はないことを確認していること、及び敷地内のシームは後期更新世以降活動していない

と考えられることから、島根原発敷地内には将来活動する可能性のある断層等はないと考

えられると説明されています。 

次の論点の＜２＞につきましては、これは基準地震動の設定に関する項目ですので、

次の議題にて御説明します。そのためここは飛ばして次の資料４の２ページ目にある論点

項目＜３＞の御説明に移ります。論点の＜３＞については、文献調査で抽出した敷地周辺

の断層及び過去に発生した地震を対象として検討されまして、断層の長さと敷地から断層

までの距離の関係、いわゆるＭ―Δの関係から、最も影響が大きい地震として宍道断層を

選定していること、また、宍道断層以外の断層については、耐専式での評価結果をもとに

最も影響が大きい地震として海域三連動、こちらを選定したと中国電力から説明を受けて

おります。 

続いて論点の＜４＞、こちらは島根半島の離水海岸地形、離水ベンチとも呼ばれる海

岸を形成する地形に関連することでして、県の議会において、離水海岸地形と断層活動の

関連性について質問を受けたこともありまして、特に関心が高い事柄と判断して、県独自

の論点項目として抽出したものです。この項目に関して中国電力からは、平成２８年度に

島根原発付近の海岸地形地質データを拡充するために、空中写真測量や地表地質踏査を実

施することで、離水海岸地形と断層活動との関連性がないことを確認しているとの説明を

受けております。論点＜４＞までの御説明は以上です。 

○田中ＧＬ それではカメラのほうに切り換えさせていただきまして、皆さんの顔を映さ

せていただきたいと思います。その上で次の論点、＜５＞と＜６＞につきましては、宍道
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断層の特に端部の評価、こういったことに関する論点になりますけれども、こちらについ

ては中国電力のほうから詳細説明をお願いしたいと思います。中国電力、広島のほうから

よろしくお願いします。 

○渡部広報部長 はい、中国電力島根原子力本部の渡部でございます。説明に入ります前

に一言御挨拶をさせていただきます。岩田顧問、釜江顧問、佃顧問におかれましては、平

素から弊社事業への御理解と御協力を賜り厚く御礼を申し上げます。また本日はお忙しい

中貴重な時間をいただきますこと、重ねて御礼を申し上げます。先ほど森本次長からお話

がありましたとおり、２号機の適合性審査につきましては、これまでに１５５回の審査会

合が開催されておりまして、引き続き適切に審査対応を行って参りたいと考えているとこ

ろでございます。それでは先ほど島根県のほうより御説明がありましたとおり、資料５を

使いまして、それぞれの担当から説明をさせていただきますので、よろしくお願い致しま

す。 

○黒岡担当部長 中国電力の黒岡です。説明を始めさせていただきます。 

それでは資料５につきまして御説明させていただきます。 

まず論点項目＜５＞についてでございます。２ページ目を御覧ください。まず宍道断

層の評価についてですけれども申請時の評価は、絵にありますように、西端は古浦西方の

西側、東端につきましては下宇部尾東ということで約２２キロと評価しておりました。 

次の３ページ目を御覧ください。黄色の丸をして四角で結果を書いておりますけれど

も、黄色い部分が申請以降の追加調査結果でございますけれども、この度は文献にありま

す真ん中の鹿野・中野（１９８６）、青色の線ですね、この存否についてを中心に調査し

て参りました。まず、古浦西方の西側につきましては、音波探査を行いまして、中新統上

面以上に断層活動を示唆する変状は認められないこと、それからこの３キロ西方に女島と

いうのがございますけれども、地表地質踏査、ボーリング調査を行いまして、地層に顕著

な不連続はないであるとか、貫入岩と貫入境界付近に貫入後の断層活動は認められないと。

それから文献断層の付近では、破砕部は一部見られますけれども、宍道断層の延長部に対

応するような断層は認められないということを確認しております。 

次の４ページ目を御覧ください。女島より西方の海域につきましては、左上にありま

すように古浦から十六島の沿岸付近の音波探査を行いまして後期更新世以降の活動は認め

られないこと、それからもっと西方になりますけど大田沖の断層の沿岸付近の音波探査も

行いまして、これも中新統上面以上に断層活動を示唆する変状は認められないという結論
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を得ております。 

５ページ目を御覧ください。これが西端の評価のまとめでございますけれども、上に

各地点、左にそれぞれ沿岸を含む海域、陸海境界、陸域の調査結果をまとめております。 

先ほど来御説明している内容をここに一覧として示しております。結論といたしまして、

一番下に書いておりますけれども、海域、陸海境界付近、陸域のいずれの調査地点におい

ても、宍道断層の延長部に対応する断層は認められない。しかしながら端部評価にあたっ

ては、陸海境界付近の調査結果の不確かさを考慮し、精度や信頼性のより高い調査結果が

得られている女島地点を宍道断層の西端と評価するとしております。つまり先ほどの古浦

西方の西側から西方へ３キロメートル延長したというのが、西端の評価でございます。 

東端におきましても、文献にあります鹿野・吉田（１９８５）、ちょっと紙面で見に

くい青い実線で引いておりますけれども、鹿野・吉田（１９８５）、鹿野・中野（１９８

５）による推定断層、それから赤く楕円にして境水道あたり書いておりますけれども、中

国地域の長期評価ということで推本の方から出されている重力異常・地質構造から推定さ

れた構造不連続（Ｐ１）というところ、このあたりを中心に申請以降も追加の調査をして

おります。その申請以降の追加調査の結果を簡単に御説明させていただきます。 

まず下宇部尾東が２２キロの東端、申請時の東端でございましたけれども、その東側につ

きましては断層露頭調査、ボーリング調査、トレンチ調査を種々行いまして、後期更新世

以降の断層活動は認められないということを確認しております。 

次の７ページ目を御覧ください。ここでも森山よりも東側の調査をしております。ま

ず森山のすぐ東側に森山造成地というところがございます。結果はこの紙面の下側に書い

ているところでございますけれども、森山造成地で地表地質踏査を行いまして、複数の断

層が認められましたが、上載地層が存在しないため、最新活動時期の確定には至ってない

ものの、後期更新世以降の断層活動は、断層露頭の観察等の結果から認められないという

ふうに考えております。その東になりますけれども、宇井から福浦というこのあたりでも

ピット調査であるとか地表地質踏査を行いまして、断層は確認しておりますけれども上載

地層が存在しないので、最新活動時期の確定には至っておりません。ただし断層におきま

しては、固結・密着しているという観察結果でございます。それから、宇井から福浦とい

うことで、これも同様に地表地質踏査を行いまして、断層確認しておりますが、上載地層

が存在しないため最新活動時期の確定には至っていないものの、断層面は密着しており破

砕は認められないという結果を得ております。境水道に太い青色の破線を引いております
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けれども、これは凡例がありますように、重力異常の鉛直１次微分のゼロコンターでござ

います。後ほどまた重力コンターにつきましては説明いたしますけれども、これが文献、

鹿野・中野（１９８５）と同じような位置を通っておりますので、これが伏在断層の通過

位置付近を通過するものと想定しております。 

次の８ページを御覧ください。これが福浦よりも東側の結果でございます。まず陸側

でございますけれども、左上、福浦から地蔵崎につきましては、変位地形・リニアメント

は認められておりません。先端の地蔵崎の付近でございますけれども、文献調査であると

か変動地形学的調査の結果、断層がございますけれども後期更新世以降の断層活動は認め

られないという結果を得ております。海域につきましては美保湾でも音波探査を行ってお

りまして、音波探査の結果後期更新世以降の断層活動を認められない。海域の美保関町東

方の沖合いでございますけれども、音波探査の結果後期更新世以降の断層活動は認められ

ないということで、これは鳥取沖の断層との関係もありますので、後ほどまた説明させて

いただきます。 

それが次の９ページでございます。これはさらに地蔵崎の東方でございますけれども、

ここでも複数の音源・測線による音波探査の結果後期更新世以降の断層活動は認められな

いという結果を得ております。前のページで触れました重力異常でございますけれども、

この９ページの左にございますが、明瞭な重力異常が重力コンターの急傾斜部、明るい色

のところですけれども、これが認められなくなる位置の音波探査の測線が、赤で示してお

りますＮｏ．３．５測線。ここでは急傾斜がなくなっているということでございます。 

１０ページを御覧ください。東端の評価をまとめたものがこの紙でございますけれど

も、最終的には一番下に書いておりますように、端部評価にあたりましては、音波探査に

より精度や信頼性のより高い調査結果が得られており、かつ明瞭な重力異常が認められな

いことを確認している美保関町東方沖合いの音波探査測線Ｎｏ．３．５、これを東端とす

るということで、申請時の下宇部尾東から１４キロ東側に延長するということでございま

す。 

次の１１ページ、これが最終的な宍道断層評価のまとめでございますが、西端を女島、

東端を美保関町東方沖合いということで、西に３キロ、東へ１４キロ延伸して、２２キロ

を３９キロにすると結論づけております。 

以上が論点項目＜５＞についてでございます。 

次の１２ページ目、論点項目＜６＞ということで、宍道断層とその東に位置します鳥
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取沖の断層が連動することはないか、ということについて説明させていただきます。 

１３ページ目を御覧ください。まず宍道断層及び鳥取沖西部断層の端部評価について

でございますけれども、最初の丸に示しております精度や信頼性のより高い調査結果等が

得られている美保関町東方沖合いのＮｏ．３．５測線を宍道断層の新断層東端とするとい

うことについては、先ほど説明いたしましたので割愛させていただきます。 

次の鳥取沖西部断層の西端につきましては、１５ページ目を御覧ください。資料１と

いうことで鳥取沖の断層の評価を示しております。鳥取沖の断層は鳥取沖西部断層約４０

キロ、東部断層約５０キロ、離隔を約８キロということでこれらを含めまして、約９８キ

ロと考えております。国交省のほうでも、オレンジ色で書いておりますＦ５５断層：約９

５キロということでございますので、中国電力としても鳥取沖の西部断層と東部断層は離

隔が約８キロありますから、連動する可能性は極めて低いと考えておりますが、国交省の

評価や調査精度を踏まえて連動を考慮するとしております。 

１６ページ目を御覧ください。１６ページ目は西部断層の西端の評価でございますけ

れども、音波探査の結果後期更新世以降の活動が認められないＮｏ．１測線、赤で四角書

いてありますけどこれを西端として、西部断層としては長さ約４０キロとして評価いたし

ております。 

１３ページに戻っていただきたいのですけれども、宍道断層及び鳥取沖西部断層の末

端性状ということで、変動地形学的調査の結果宍道断層の東端付近では断層活動性が低下

しているというのが１３ページの下の箱書きの上側です。変動地形学的調査の結果、宍道

断層の東端付近では断層活動性が低下しているというところを御説明させていただきます。 

１８ページを御覧ください。１８ページは宍道断層全体の変位地形・リニアメント分

布でございますけれども、東につきましては森山、宇井、日向浦、福浦とありますけれど

も、この東方におきましてはリニアメントが断続的、福浦よりも東につきましては変位地

形・リニアメントが認められないという結果でございます。 

次の１９ページ目を御覧ください。これが谷の屈曲量と屈曲率の分布を示しておりま

すけれども、断層の中央部であります南講武、上本庄らに比べまして、東方に行くに従っ

て次第に屈曲量・屈曲率が小さくなるということで、これは文献に示す断層のパターンと

整合的であったと考えております。 

２０ページを御覧ください。これが先ほどの屈曲量・屈曲率とリニアメントを同時に

書いたものでございます。 
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１３ページに戻っていただきまして、一番下の音波探査の結果、西部断層の西端付近

では断層活動性が低下しているというところでございます。これは１６ページ目を御覧く

ださい。先ほどと同じ絵、音波探査をした結果でございますが、西端に行きますと断層自

体が雁行・分岐して、変位量も小さくなっており、横ずれ断層の端部付近を示す性状を示

しております。中央部と比べまして断層活動性が低下していると考えております。 

それでは１４ページ目を御覧ください。これが宍道断層と西部断層の間の地質構造に

ついての検討でございます。 

まず１つ目、音波探査の結果両断層の間に後期更新世以降の活動は認められないとい

うことでございまして、２１ページ目を御覧ください。両断層の間の音波探査測線を緑色

等で示しておりますけれども、これらの複数の音源・測線において後期更新世以降の断層

活動は認められないものと考えております。 

２２ページ、次のページに１例を示しております。 

戻っていただきまして１４ページ目の２．、詳細地質構造に関する検討の結果、Ｄ２層

の高まり及びＳ３０断層を横断する断層は認められない、ということです。２３ページ、

２４ページにその辺りを書いておりますけれども、２４ページ目を御覧ください。これは

中新統の上面の深度を記載しておりまして、赤い暖色系のものは標高が高いと認識してお

ります。これを見ましても、Ｄ２層（中新統）の高まりが島根半島の先端に存在しまして、

これを横断するような断層は認められておりません。それから西端に位置しますＳ３０，

２９，３２、このあたりの断層ですけれども、Ｓ２９，３２は後期更新世以降の活動があ

るということですけれども、これらの断層は活動性がないＳ３０を横断するような形には

なっていないという状況でございます。 

１４ページ目に戻っていただきまして３．の宍道断層で認められる明瞭な重力異常は

西部断層へ連続しないということですけど、先ほどの論点＜５＞で説明しておりますので

割愛させていただきます。 

以上の結果を１４ページ目に書いておりますけれども、端部評価、末端性状、地質構

造、これらのことから、宍道断層と鳥取県西部断層は連動しないと評価しております。説

明は以上でございます。 

○田中ＧＬ 御説明ありがとうございました。一度資料４のほうに戻っていただきまして、

論点項目の＜７＞について県の方から簡単に御紹介させていただきます。画面は共有いた

しませんので、このまま資料のほうを見ていただきたいと思います。 
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○柘植主任 では論点項目の＜７＞、資料４の４ページのところ、こちらの項目について

県から御説明いたします。 

こちらは海域三連動の端部評価の当初申請からの変更理由に関することですが、この

ことについて中国電力からの説明内容を御紹介します。まず、西端の評価については、申

請後に追加で行った音波探査の結果を踏まえて、Ｆ５断層の延長部にあるＫ―８撓曲部も

連動するとしていた評価を見直して、端部を２キロ東側に変更、つまり長さを短縮する方

向に変更したと説明されています。もう一方の東端につきましては、端部付近での追加汚

泥調査や貝殻の年代測定、追加音波探査の結果を踏まえて１．５キロ西側に変更、つまり

こちらも長さを短縮する方向に変更したということを説明されております。 

論点＜７＞の御説明は以上です。 

○田中ＧＬ ここまでが地盤・断層評価の論点についての御説明となりますので、顧問の

先生の意見をこれから聞いていきたいと思います。こちらから順番に指名させていただき

ますので、まず地質が御専門の佃先生の方から、御意見いただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○佃顧問 はい。今日の御説明は無かったのですが県のほうの資料４の＜４＞で、離水地

形の話があって、それを断層運動と関連がないことを確認したという御説明がありました。

その全体の説明を聞いたかよく憶えていないのですけれども、これは最初に議会のほうか

ら質問があってそれに対応したという説明もございましたが、たぶん地域の住民の方がこ

の地域をどう考えているかとか、実際に住んでいる方が広い意味での変動地形とか、それ

と断層の関係について理解を進める上で、こういう質問に対して丁寧に説明していくのは

非常に大事だと思います。この地域はジオパークというのをやっていまして、この地域の

魅力を発信したいという方々もたくさんおられて、やはり島根半島というのは日本海に対

してその前面にあるというか、厳しい冬の気候のバリアとなって、その裏側に松江市だと

か出雲市があって、その裏側の地域に少し凹地があって、そこにいろんな文化が今まで栄

えてきたというすごい歴史があって、そういうところが特徴なわけですよね。じゃあ何で

島根半島があって、宍道湖というのがあるのかとか、それは地殻変動と関係あるのかない

のか、或いは単なる侵食地形なのかとか、素朴な疑問を皆さんお持ちだったりしていると

いうところも踏まえて、地形だとか、或いは地質の知識も含めて、少し理解を深めていた

だくという作業も、それを分かりやすく伝えていくという作業も非常に大事だと思います。

こういう地域の地形・地質の特徴について県民の皆様の理解を進める作業も続けていって
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いただければと思っております。今のは質問ではございませんので、そういう姿勢でお願

いできないかなと思っております。 

それと、単純な質問を一つ。２３ページの左側に従来の評価長さ２５キロという記載

をされているのですけれども、普通は申請時の評価長さ２２キロと書かれていると思いま

す。この記載は何か意味があるかないのか、ということです。 

もう一つは、古浦西方の説明があって、３キロほど延長したという説明はこれまでも

何回か、色んな形で説明を受けて理解はしているつもりなのですけれども、もう少し説明

していただきたいと思ったのは、宍道断層の東端のところの議論で東端と鳥取沖西部断層

との関係、離隔のこととか連動性の話が議論されていることも考えると、西のほうの古浦

から西、宍道断層の西端のところよりさらに西に向かってですね、例えば、一つは変動地

形・リニアメントの図があったと思いますが、西の方の海域には、断層はないことを確認

したという説明がございました。説明があって、海域だけの話をされたけど、陸域にはい

くつかリニアメントが書いてあって、そのリニアメントをどう考えるのかということと、

連動性を考えても離隔が十分あるのかあるとかということですね。いわゆる古浦の西方の

西端の時には断層がないことを十分確認して、海域についても十分確認されたと非常によ

く分かっているんですけど、陸域のことも含めて十分な離隔があるよということをちゃん

と説明して、或いはその陸域の活断層リニアメントについても、こういう評価をしている

ので十分間隔もあるしそれが直近のところは連続性がないことを確認した、さらに西にジ

ャンプすることも無いというような、十分な離隔があるということを数値も含めて、説明

いただけるのがいいのかなと思いました。 

それとコメントですけれども、宍道断層については、中央部の南講武の主要な断層部

分と比べ、その東側の延長については段々と変動地形がなくなり、或いは断層の形状から

しても、上本庄の辺りから少し反時計回りに角度が変わり、また、断層も連続性がなくな

ってちょっと毛羽立っているというのは、断層の末端部の特徴であり、活動性が低いとい

うことを表しているので、全体としての宍道断層に関する評価については同意するところ

であります。それはコメントとして受け取っていただければと思います。とりあえず以上

です。 

○田中ＧＬ はい。そうしますと中国電力の方から黒岡さん、よろしくお願いいたします。 

○黒岡担当部長 中国電力の黒岡です。 

一番最初の２３ページの件につきましては、すいません、誤記でございます。２５で
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はなくて２２キロでございます。失礼いたしました。 

○佃顧問 分かりました。 

○黒岡担当部長 ２番目の宍道断層の西端よりも西側がどうなっているのかということで

ございますけども、海域につきましては大田沖断層というのがあります。それについては

単独で評価いたしておりますけれども、十分な離隔があります。陸域につきましては、宍

道断層の西端よりもだいぶ離隔があって、万田付近断層であるとか、田の戸断層とか何個

かありますけれども離隔が十分ございまして、そちらの調査もしっかりしておりまして、

申請書等には記載しておりますので、連動することはないと考えております。以上でござ

います。 

○佃顧問 ありがとうございます。申請書を全部細かく読んでないということもあります

ので、そういうことも的確に表現するようなことも考えていただければ、より安心につな

がるんじゃないかと思いました。以上です。 

○田中ＧＬ ありがとうございます。時間の都合もありますので釜江先生、続きまして御

意見いただけますでしょうか。 

○釜江顧問（論点＜５＞，＜６＞に関連して、宍道断層の西端部の評価に係る説明内容や、

海域の音波探査結果にもとづく地層年代の判断方法について意見あり） 

(※)音声不具合により聞き取り難かったため後日発言内容を確認(別紙(ア),(イ)参照) 

○田中ＧＬ 黒岡部長聞き取れましたでしょうか。大体理解できますかね。 

○黒岡担当部長 はい、的確な答えになっているどうかわかりませんけど。聞き取りにく

かったので。音波探査の年代感につきましては反射のパターンもございますけれども、第

一は先ほど釜江先生おっしゃったように、各所で行われているボーリング調査、それから

当社でもボーリングを行いましたし採泥調査というものも行っておりまして、そこで火山

灰等が見つかっておりますので、それで年代を決めているというところでございます。 

そういうことから、後期更新世以降の活動はないという判断をいたしております。以上で

す。 

○田中ＧＬ 釜江先生、よろしいですか。 

そうしますと岩田先生の方に振らせていただきたいと思います。岩田先生よろしくお

願いいたします。 

○岩田顧問 はい、岩田です。 

２５ページのところを教えて欲しいんですけど、重力異常の微分をどういうふうに取
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っていうのかを教えて欲しいです。 

それと、この説明は東側の不連続の説明のためにこの部分をクローズアップされてい

るんですが、西側のほうの不連続みたいなものを、今回西側と考えているところから西の

ほうには連続していないかという検討をされているか、重力異常の微分値があるのかどう

かについて教えてください。 

○田中ＧＬ それでは西側の重力異常について黒岡部長よろしくお願いいたします。 

○黒岡担当部長 中国電力の黒岡です。２５ページの左端にもオレンジ色の部分があると

思いますけれども、ここにつきましては音波探査を行いまして、古い断層としての構造は

ある。ただし最近の後期更新世以降の活動があるようなものではないということは、音波

探査で確認いたしております。以上です。 

○岩田顧問 すいません、微分値ってどういうふうに取っているのか教えてください。 

○黒岡担当部長 中国電力の黒岡です。微分値と仰ってるのは２５ページの凡例に書いて

ある重力異常水平勾配＝ｔａｎ―１のことでしょうか。 

○岩田顧問 そうです。 

○黒岡担当部長 これをどういうふうに作っているか、ですね。 

○岩田顧問 そうです、元々の値で凡例では０．３０などの数値が書いてありますが、説

明には１０００ｍあたりの重力変化量ｍｇａｌ／ｍと書いてありますが、何を書いてある

のかよく分からないっていうのが正直なところなんですけど。 

○黒岡担当部長 すいません、その辺りがすぐ手持ちがありませんのでお答えできません

ので、後ほど何らかの形で回答させていただきます。 

○岩田顧問 分かりました、どうもありがとうございます。結局、重力異常の分布があっ

てそれの勾配を取られていると思うんですけれども、全方向なのかある一番急峻な方向な

のかという分析をされているのかどうかが気になりまして、それをお尋ねした次第です。

以上です。 

○黒岡担当部長 はい。審査資料にこの辺りの出し方を説明している部分があったと思い

ますので、それをまたお示しすることで対応させていただきます。失礼しました。 

○岩田顧問 分かりました、どうもありがとうございました。 

○田中ＧＬ 佃先生、原発の直下の、以前からお話のあったシームについて、何かコメン

トございませんでしょうか。 

○佃顧問 シームにつきましては現地でかつて、２号機ですかね。審査の時に、現地を見
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させていただいてシームの状況だとか、その強度の問題だとか色んな現場試験の情報も見

せていただきました。 

シーム自体が実際にずれるかどうかということ、それが地下に連続しているかは地下

構造との関係だとかで見ることができるので、たぶん現地でもそうだと思いますけど、活

断層との関連は非常に薄い、それが活動して変動を起こす可能性は非常に低いという判断

を私もしておりました。 

一方で何らかの滑り面としてそれが活動するのかどうかというのは、当然のように、

現場の地形もどんどん当時と変わっているでしょうし、それがどのように影響を与えるの

かどうかとかですね、それは説明いただかないと分からないこともあります。先ほど問題

の地下の直下に断層があるかどうかというのは地質学的に色んな検討で十分に分かってい

ると思いますし、地下の直下に断層として評価すべきものはないとは思いますけども、そ

れがどういう二次的な影響を与えるかということは、後段で色々地滑りとか斜面の崩壊の

リスクだとか色々検討されていると思います。現状の地形だとか、どういうふうに改変さ

れているのかもよく分からないので、またそれは追々説明していただければと思っており

ます。以上です。 

○田中ＧＬ ありがとうございます。それから先ほど佃先生のほうから、宍道断層の評価

について、評価としては妥当だと仰っていただきましたけど、端部の評価を見ていますと、

そもそもここまで延ばす必要があるかなっていうふうにも見えてくるんです。例えば、西

へ何キロか延びましたし東へも延びております。元の２２キロぐらいが本来妥当なライン

じゃないかなというふうに個人的には思えたりするんですけど、このあたりの相場感とい

いますか、原発の設計上こういった形になっているという解釈をしているのですけど、そ

のあたりのコメントございますか。 

○佃顧問 審査基準に基づいて、否定できないという言葉で説明されておりましたけれど

も、通常の科学者というか地質の研究者としては、当然、あるかないか、その可能性が高

いかどうかで判断していくわけですよね。実際には、古浦の先にそういった断層は認めら

れるものはないと、ただ１００％否定できるものがないということで延ばされた。西のほ

うは３キロですね。 

だけど、東のほうはかなり影響のあるような１０何キロ延ばしておられるのは、私自

身はあまり納得してないんです。この部分については。それは先ほど重力も出ましたけど

も、例えば２５ページの重力異常図で見ると、私の記憶ではかつて日本の全体の重力図が
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公表されたときに、推本で議論されたのかどうか忘れましたけど、日本の第１級の活動層

である中央構造線にすごい重力異常があって、それと似ているというか、それと比較でき

るようなものがこの地域にあるという指摘があったのだと思うんです。重力異常というの

は御存知のようにスタティックな地下の構造を反映している情報ですよね。ですから、そ

れは活断層であるかどうかという情報には直接には結びつかない情報なんですけれども、

そういうふうに比較してみることで、今回検討されているのだと思います。２５ページの

図を見てみると、活断層からして重力異常の一番傾斜のきついようなところは、いわゆる

メインの活断層、これは今現在横ずれ断層であることもあるかもしれないですけど、南講

武というか、敷地の南側の断層のところでは全く一致してないんですよね、重力異常とは。

東のほうに指摘された、かなり黄色の色のものがあって、これは地下の構造がそういうも

のがあるので連続するのではないか、地下の構造或いはかつて伏在する地質断層を利用し

て動くんではないかという、懸念があるだろうということだと思うんです。ということで

はあるんですけれど、実際には色んな調査をしてもそういった活動性の高い情報は得られ

ていないし、先ほど申しましたけれども、断層が屈曲する部分、南講武の直線的なところ

から東に行くと、少し１５°ぐらい傾いて断層が毛羽立ってきてという、これは中田高先

生が言われてますけど断層が末端部分になってきて、活動性が無くなると毛羽立ったり、

或いは連続性が良くなくなっている状況を表している。そういうことも考慮すると、断層

自体、この連続性が非常に根拠は乏しくなってきているということも含めて、あんまりこ

の重力異常があるところ、地質断層が想定される地質構造を、活断層として利用している

ということを思い描くには、ちょっと無理があるなと私は思っています。それで、３９キ

ロまで、特に東をそこまで延ばす必要が本当にあるのかというのは、ちょっと疑問。過去、

かつても申し上げたことがあると思いますけども、それは今もあまり変わってない。最終

的にこれは電力さんの判断で、我々の科学的な判断というよりももっと工学的な判断なの

か、経営的判断なのかよく分かりませんが、そういったことを反映されて決められている

のだと私自身は理解しております。以上です。 

○田中ＧＬ 中国電力さんこれに関してコメントございますか。 

○黒岡担当部長 特にありません。 

○田中ＧＬ はい、わかりました。 

○黒岡担当部長 すいません。 

○田中ＧＬ はいどうぞ。 
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○黒岡担当部長 先ほどの重力異常の件なんですけど、ちょっと御説明させていただいて

いいですか。 

これが先ほどの重力異常の鉛直１次微分のゼロコンターの出し方でございまして、こ

ういうふうに堆積岩と基盤の密度、基盤深度を設定して、堆積岩と基盤の２層からなる均

質地盤モデルを作成して解析を行っているというところでございます。 

もう１つ付け加えると次のページ、これも重力異常、積分のほうの話ですけれども、

タルワニの方法で解析したということで、先ほどのページとこのページでお分かりいただ

けますでしょうか。今ある資料で御説明すると、簡単ですけれども先ほどのような形にな

ります。 

○田中ＧＬ それではよろしければ、先ほど佃先生のほうに宍道断層の話をお聞きしまし

たけれども、海域三連動について何かコメントございますか。この海域三連動も３つを無

理やり繋いで１つのものにしているということもありますし、申請時からの長さが短くな

ったんですけど逆に地震動として大きくなっているというところもあります。この辺りに

ついてコメントがございましたら、よろしくお願いしたいと思います。どなたでも結構で

すが。 

すいません、今日のところは詳細な資料もその部分はありませんので、また改めて、

御意見等を聞かせいただきたいと思います。 

それでは時間の関係もありますので、次の②の地震動の評価の方に入っていきます。

続けまして御説明のほうに移っていきたいと思います。島根県のほうから、まず説明させ

ていただきます。 

○柘植主任 基準地震動の設定に関する論点の説明として、まずは論点の＜２＞について

御説明いたします。恐れ入ります、戻りますが資料４の１ページ目のほうにあります＜２

＞の項目を御覧ください。この項目の資料右側に整理した５つの基準地震の想定内容につ

いては、平成３０年の顧問会議でも中国電力さんから御説明しているところですので、概

要のみ改めて県から御紹介いたします。 

まず、震源を特定して策定する地震動の中から３つの基準地震動が設定されておりま

して、①のＳｓ－Ｄは応答スペクトル法を用いて、宍道断層及び海域三連動の全てのケー

スでの評価結果を下回らないように設定されたものです。②と③、Ｓｓ―Ｆ１とＳｓ―Ｆ

２は、いずれも宍道断層の断層モデル手法による評価で得られたものです。 

④と⑤、Ｓｓ―Ｎ１とＳｓ―Ｎ２、こちらはそれぞれ震源を特定せず策定する地震動
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でして、Ｓｓ―Ｎ１は、留萌支庁南部地震の地表観測記録をもとに、不確かさを考慮して

設定した地震動、Ｓｓ―Ｎ２は鳥取県西部地震において賀祥ダムで観測された地震動です。 

論点＜２＞の御説明は以上です。 

○田中ＧＬ 続きまして、また中国電力のほうから詳細な説明をいただきたい部分があり

ます。論点としますと＜８＞から始まりますけど、＜８＞、＜９＞、＜１０＞と続けて御

説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○阿比留担当部長 中国電力の阿比留でございます。まず論点＜８＞の説明の前にお詫び

がございまして、地質の資料と地震動の資料を合体させたことによりまして、ページが違

っている部分があります。説明の都度修正させていただきますので、御了承いただきたい

と思います。 

それでは資料５の２６ページ、論点＜８＞から御説明差し上げます。まず宍道断層・

海域三連動の地震動評価において、基本震源モデルの各パラメータの設定根拠は何かとい

うことについて御説明いたします。 

２７ページを御覧ください。２７ページには宍道断層と海域三連動の基本震源モデル

を一覧表に示してございます。巨視的パラメータ、微視的パラメータ、その他のパラメー

タというふうに整理いたしてございます。これにつきましては後段のページで詳細に説明

いたします。 

続きまして２８ページ。まず断層長さにつきましては先ほど黒岡が説明いたしました

とおり、地質調査結果に基づき３９キロに設定いたしております。 

２９ページを御覧ください。断層幅については、地震発生層の上限深さ２キロや下限

深さ２０キロに基づいて断層幅を１８キロに設定いたしております。その下の鍵括弧のと

ころ、１５から１８に記載と書いてありますけども、これは４０ページから４３ページの

誤りでございまして、４０ページを御覧ください。表－１を見ていただきますと、他機関

の検討ということで、一番上、全国地震動予測地図２０１７年版による地震発生層の設定

値ということで、上限深さが２キロと下限深さ１５キロ、あと震源鉛直分布ということで、

このような上限深さ、下限深さになってございます。あと地下構造調査微動アレイ探査と

か、（･･･以下音声遮断、中国電力退室･･･） 

○田中ＧＬ 失礼します、今どうも中国電力のほうの回線が途切れたようです。つなぎ直

しますけれども、この間を利用して、ちょっと飛ばしますけど資料４の論点項目＜１１＞、

こちらは県のほうから御紹介しようと思っていた部分ですので、簡単に御紹介させていた
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だきたいと思います。 

○柘植主任 ではすいません、順番前後しますが論点の＜１１＞について島根県から御説

明します。資料４の７ページのところです。 

この項目は、京都大学の防災研究所の西村准教授が、山陰地方におけるひずみ集中帯

の存在を指摘されており、このような未知の断層の考慮状況について論点に上げて確認す

る必要があると判断しまして、県独自で抽出した項目になります。この項目について中国

電力からは、未知の断層による地震、つまり震源を特定せず策定する地震動の検討にあた

っては、震源と活断層を関連づけることが困難な過去の地震の観測記録を考慮しており、

その結果をもとに、鳥取県西部地震と、北海道留萌支庁南部地震の二つの地震を島根原発

の直下で発生したと想定した上で、基準地震動として設定しているとの説明を受けており

ます。論点＜１１＞に関する御説明は以上です。 

○田中ＧＬ はい。引き続き中国電力のほう、回線を復旧しようとトライしておりますの

で、今しばらくお待ちいただきたいと思います。 

全体を通しての御意見、県としても伺いたいと思いますけれども、先ほども佃先生の

ほうから、離水海岸地形のお話をいただきました。県としましても、審査とは直接関係な

いところではあるのですけど、海岸、島根半島の成り立ちも含めましてこういったところ

を、県も広報誌という媒体を持っておりますので、紹介等に努めさせていただきたいと思

っております。ありがとうございます。 

なかなか中国電力さんがこの場にいないとやり難いんですけど、先ほどの釜江先生の

御発言、やはり回線が途切れ途切れで若干聞き取りづらいところがあったんですけど、現

状どんな感じでしょうか。 

○釜江顧問 たぶん、同じだと思うんですけど。申し訳ない。今日はこのままなるべくゆ

っくりと、簡単にコメントさせていただきます。 

○田中ＧＬ はい、何とか聞き取れる範囲ではありますので、ゆっくり、キーワードをし

っかり言っていただけると伝わると思っておりますので、よろしくお願いします。 

今日は試行といいますか、試しにやってみて、議題の最後まで行けなくても出来る範

囲で初回の小会議をやろうかなというところで始めさせていただきましたので、こういう

ハプニングもあるというところで、仕方ないかなと思っております。 

○佃顧問 ちょっといいですか、佃ですが。 

○田中ＧＬ はい、佃先生どうぞ。 
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○佃顧問 先ほどひずみ集中帯の話があったので、この議論といいますか山陰のほうは、

活断層のような１０００年に１回とか或いは数千年に１回動くような活動の時間のスケー

ルで見たときに、西村先生が言われているように割と最近、山陰と言っている火山フロン

トというか大山などの火山がある地域の特徴でもあるような気もするんですが、鳥取地震

だとか、さらに東の京都の地震だとかそういったのが１９２７年ぐらいからずっと起きて

きている。或いは西の方だと浜田地震が１８７２年ですかね、起こったりしていて、そう

いう割と地震が、例えば広島などの中国地方の地殻内、浅いほうの地震の発生状況に比べ

ると大きな地震が起こっているというような感じがありますので、県のほうの地震防災と

いう、一般的な立場からも、そういうものが起こるということは基本的情報として、広報

をして理解してもらうことが大事と思います。活断層からいうと鳥取県西部地震の例のよ

うに成熟度の低いというか、連続性の悪い断層の活動もあるので大規模な断層が明確に無

くても、比較的大きめの規模の地震が起こる地域であるというのもやはり理解しておく必

要はあると思います。県民の理解とか、広く地震防災という観点からも、こういった県独

自の項目で色々検討されることも非常に重要だと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

○田中ＧＬ はい、佃先生コメントありがとうございます。 

中国電力の回線が復旧しまして戻ってきましたので、引き続き説明のほうに移らせて

いただきたいと思います。＜８＞から＜９＞、＜１０＞というところで再度よろしくお願

いいたします。 

○阿比留担当部長 中国の阿比留でございます。接続が途切れて申し訳ございませんでし

た。田中さん、どこまで説明が進んでおりましたでしょうか。 

○田中ＧＬ ＜８＞の前半のほうになるんですけど。 

○阿比留担当部長 最初からということですかね。 

○田中ＧＬ それで構いません。 

○阿比留担当部長 分かりました、それではもう一度御説明差し上げます。 

まず２６ページに論点を書いておりまして、２７ページには宍道断層と海域三連動の

基本震源モデルを一覧表に落としております。巨視的パラメータと微視的パラメータ、そ

の他のパラメータというふうに示してございます。この詳細について、２８ページ以降で

御説明いたします。 

２８ページの断層の長さでございますが、これは先ほどの説明のとおり、地質調査結
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果に基づき３９キロに設定いたしております。 

続きまして２９ページ、断層幅でございますけれども、これは地震発生層の上限深さ

２キロ、下限深さ２０キロに基づいて、断層幅を１８キロに設定いたしております。この

下の鍵括弧のところに１５から１８ページにその詳細を記載と書いておりますけれども、

これは４０ページから４３ページの誤りでございまして、４０ページを御覧ください。 

４０ページの表－１につきまして、他機関の検討ということで、全国地震動予測地図

２０１７年版による地震発生層の設定値ということで、上限深さ２キロ、下限深さ１５キ

ロ、あと震源の鉛直分布でこのような値を示していたり、地下構造調査として微動アレイ

探査結果で上限深さ２キロとか、その他の研究、インバージョン解析で用いられた速度構

造、トモグラフィー解析ということで、最もこの中で上限深さの浅い２キロ、さらに下限

深さでは最も深い１５キロというものが基本的にこの地域の地震発生層の上限と下限だと

いうふうに考えてございますけれども、表－２を見ていただきますと、他機関の検討の中

に中国地域の長期評価による地震発生層の下限深さＤ９０、これを一番上に書いていまし

て、１５から２０キロとなっておりますけども、これは４１ページに示しております、こ

れは地震発生層の分布でございますけども、この２０キロというのは、この中国地方の瀬

戸内海側の深いところを示しているというふうに考えられます。島根原子力発電所があり

ます島根県の北のほうでは、地震発生層は浅いということではございますけども、これら

も考えて、安全側に下限深さを２０キロに設定いたしました。 

２９ページに戻っていただきまして、先ほど申しましたように上限深さ２キロと下限

深さ２０キロということで、幅は１８キロにいたしております。続きまして断層傾斜角で

すけども、結論から申しますと、宍道断層沿いの調査結果の情報により９０°に設定いた

しております。この調査といいますのが地質調査結果、５ページと書いてありますが３０

ページの誤りでございます。 

３０ページを御覧ください。ページの下の表の２番目の段に断層傾斜角及び傾斜方向

と書いてありますけども、ここに書いてありますのが宍道断層は南に傾斜していて、さら

にあとはほぼ鉛直というところが多数示しております。ということで、基本的には断層傾

斜は垂直であるというふうに判断いたしております。 

さらに２つ目のチェックですけども、２０１７年版の震源を特定した地震動予測地図

における宍道（鹿島）断層による地震動の評価、これが３１ページ、６ページと書いてお

りますけども３１ページに記載しておりまして、ここの傾斜角は７０°、これは北向きに
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見て７０°なんですけども、これは２９ページの下から２行目、この７０°に関しては北

傾斜に設定されておりますけども、これは鳥取沖での調査結果に基づいておりまして、宍

道断層から離れた鳥取沖での調査結果であることを踏まえて、先ほど南に宍道断層この位

置では傾斜しておりますけども鉛直にしましたが、不確かさとして、北に７０°というこ

とも今後考えていくということを書いてございます。 

続きまして３２ページを御覧ください。アスペリティの位置に関しましては入倉レシ

ピにおいてアスペリティの個数は断層長さが２０キロより短いときは１つで、それより長

くなると増加するというふうに書いてございますので、宍道断層は３９キロでございます

から、アスペリティは２個設定と。それらの位置につきましては、少し見難いんですけど

も、この宍道断層のＡランクのリニアメントが、ここの図で言いますと赤い線で書いてあ

ります。この位置に第一アスペリティを設定し、第二アスペリティに関しましては、第一

アスペリティの範囲のリニアメントよりも東側に分布するリニアメントの中央部付近に設

定いたしてございます。 

続きまして３３ページ。短周期レベル、すべり角、伝播速度を書いておりますけども、

これらはレシピに基づいて基本的に設定するものでございまして、短周期レベルはそのよ

うに設定いたしております。すべり角については右横ずれということで１８０°、破壊伝

播速度はＧｅｌｌｅｒ（１９７６）に基づき０．７２Ｖｓと設定いたしております。破壊

開始点につきましてもレシピにより下の図のように設定いたしておりまして、第一アスペ

リティの下端の西端、第二アスペリティの下端の東端というふうに二つ設定いたしてござ

います。 

続きまして３４ページ、海の連動の断層でございますけども、これも先ほどの地質調

査の説明に基づきまして４８キロと設定いたしております。 

３５ページを御覧ください。断層幅につきましても宍道断層と同様な考え方で上限深

さ２キロ、下限２０キロですけども、これは傾きがございますので、１９キロと設定いた

しております。断層傾斜角につきましては、結論から申し上げますと、安全側に７０°と、

敷地に近づくほうの南傾斜に設定いたしております。 

これにつきましては、音波探査記録について、３６ページを御覧ください。これは音

波探査記録のエアガンの記録で、測線がＮＷの符号で書いてある赤い線でございますけど

も、この傾斜角というものが下の表の一番右のところに書いてありまして、平均的に３

５°と、南に向かって３５°と書いてございます。ただし、これは後期更新世以降の活動
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様式が不明でありますので、本調査結果を基本震源モデルの断層傾斜角として採用するこ

とが適切ではないと判断いたしまして、この角度については、念のため断層傾斜角の不確

かさとして考慮いたしてございます。 

２つ目のチェックでございますけども、この海の三連動の断層が現在の東西圧縮応力

場で活動する場合、主に横ずれの断層活動を示すと考えられますので、現在の断層の周辺

で発生したマグニチュード７クラスの横ずれ断層による大規模地震や中小地震の断層傾斜

角を参照してございます。大規模地震に関しましては、２０００年鳥取県西部地震でござ

いますけども、これは断層傾斜角９０°とされております。中小地震、１２ページと書い

てありますけども３７ページの誤りでございまして、３７ページを御覧ください。 

ここの３７ページの表に示しております８地震で考えますと、右の表の傾斜角を見て

いただきますと、大体平均８０°、最も傾いているもので７１°となってございます。と

いうことで３５ページのほうに戻っていただきまして一番下のところですけども、対象と

なる中小地震の断層傾斜角は平均的には８０°程度であり、最も傾斜しているものは７

１°ということで、安全側に南傾斜７０°をこの海の断層の基本震源モデルと考えてござ

います。 

続きまして３８ページを御覧ください。アスペリティですけども、東側からＦ－Ⅲ，

Ｆ－Ⅳ，Ｆ－Ⅴとございまして、Ｆ－ⅢとＦ－Ⅳを合わして東側セグメント、Ｆ－Ⅴだけ

で西側セグメントと申しますが、この東側セグメントの中に２個、西側セグメントの中に

１個と設定いたしております。 

３９ページに（５），（６），（７）がありますけども、これは宍道断層同様でござ

います。（８）の破壊開始点に関しましては、敷地近傍の東側セグメントの第一アスペリ

ティ下端の西端と、第二アスペリティ下端の東端の２点に設定いたしてございます。 

続きまして４４ページに飛んでいただきますでしょうか。論点＜９＞でございますけ

れども、応答スペクトル法による地震動評価に耐専式を適用するものとしないものがある

理由、適用する場合も内陸補正を用いない理由は何か、という論点でございます。 

４５ページを見ていただきますと、耐専式で設定されているマグニチュード（Ｍ）、

等価震源距離（Ｘｅｑ）を見て、極近距離との関係というものが下の図表に書いてござい

まして、宍道断層についての耐専式のＭとＸｅｑということで諸元が書いてありますけど

も、これを右の図にプロットしたものが、①，③，⑥，⑦という緑のプロットになりまし

て、耐専式の極近距離よりもかなり近いところにございますので、これは耐専式の適用範
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囲外と判断いたしました。宍道断層につきましては、耐専式を用いませんので、ＮＧＡ等

の複数の距離減衰式を用いて評価することにいたしました。 

続きまして４６ページ。海の三連動の地震ですけども、これにつきましても同様な図

が右下にございますけども、この極近距離より全部近いところでございますけども、ただ

し極近距離に先ほどの宍道断層に比べて近いもの、ここでいうと①武村式、①松田式、③

松田式とありますが、この３つに関しましては極近距離よりは近いんですけども、安全側

を見て耐専式を適用すると。その他のケースについては適用範囲外と判断いたしておりま

す。耐専式の評価としては、内陸地殻内地震のためＮｏｄａ ｅｔ ａｌ．（２００２）に

よる内陸補正を考慮して地震動レベルを軽減できるということでございますけども、本評

価では、安全側の評価として、内陸補正を考慮せずに実施するということにいたしており

ます。この安全側の評価というのが、断層モデルの短周期レベル１．５倍ということも考

えますと、内陸補正をするしないで大体１．５倍ぐらいの差がありますので、それも念頭

に置いているということでございます。 

参考に４７ページを御覧いただきますと、この４７ページの上の図で、水色の線が海

域の三連動で耐専スペクトルを考慮したものになります。宍道断層のＮＧＡの式等は緑の

線になりまして、海の距離減衰式のほうがかなり大きい値になっておりますけども、ただ、

断層モデルに関しましては、宍道断層のピンクの線が不確かさを踏まえて、後ほど説明い

たしますけども、断層モデルの結果でありまして、基準地震動は色んなものを包絡して設

定しておりますＳｓ－Ｄ、８２０ガルの基準地震動ですけども、これのコントロールポイ

ントがこの赤丸と青丸で示しておりますけども、ほとんどが断層モデルでポイントが決ま

っていると。青丸に関しましても、青丸と青丸の間にある赤丸の断層モデルで決まってい

るようなポイントもございまして、ここら辺を考慮するためには、この青丸というのは必

然的に決まってくるということで、ほぼ断層モデルの結果を包絡しているということにな

ってございます。 

続きまして４８ページを御覧ください。断層モデル手法による地震動計算においてど

のようなパラメータの不確かさや不確かさの組み合わせが考慮されているかということで

ございます。 

４９ページの表を見ていただきますと、先ほどの基本震源モデルに対して断層傾斜角、

破壊伝播速度、すべり角、あとアスペリティの個数を１個にして大きくしたもの。さらに、

中越沖地震の短周期レベルの不確かさを考慮したケースとして、レシピの１．５倍を考慮
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しております。さらに不確かさの中で、かなり地震動レベルの大きいものを、宍道断層に

ついては敷地に近いということで、安全側の評価として２つ組み合わせておりますのが⑨、 

断層傾斜角と破壊伝播速度。さらに⑩の傾斜角と短周期レベル、レシピは基本的に１．５

倍ですけども、中国地方の妥当な値として１．２５倍を設定いたしております。この組み

合わせ。さらに⑪、破壊伝播速度とレシピの１．２５倍の組み合わせということで、不確

かさを考慮しております。 

５０ページにつきましては、海の三連動の地震の不確かさを示しておりまして、これ

も宍道断層と同じような考え方で設定いたしております。一番下の⑨、これについてはＦ

－ⅢからＦ－Ⅴ断層ではなくて、その南にありますＦ－①断層、Ｆ－②断層、さらにＦ―

Ⅴ断層が連動すると。若干敷地に近くなっておりますけども、これらを考慮して設定いた

しておりますので、断層長さも変わっておりますけども、これは断層位置を不確かさの一

つと考えて、不確かさを検討いたしております。説明は以上です。 

○田中ＧＬ 御説明ありがとうございました。時間の関係もありますのでここで一旦説明

を切らせていただきまして、質疑を行って参りたいと思います。 

今度は基準地震動に関しまして、こちらもまた先生を御指名させていただきたいと思

います。岩田先生から先にお願いできますでしょうか。 

○岩田顧問 岩田です。聞こえますでしょうか。 

○田中ＧＬ はい、よく聞こえております。 

○岩田顧問 ありがとうございます。色々パラメータを設定されているんですけれども、

まず、地震発生層の取り扱いについては、私はこういう形で良いと思います。通常の微小

地震で起きている時より大地震時にはそれ以上、地震発生層が広がるという言い方は変で

すけど、大きな地震の場合は、より深くまでずれも生じているというのが、最近の知見だ

と思います。 

それで、教えていただきたいのは３７ページ、このＦ－Ⅲ～Ⅴ断層の断層モデルをど

うするかっていうことです。ここでは中規模地震の走向と傾斜を参考しているというのは

わかったんですけども、実際に東西の走向を持つようなイベントはこの中にはないですよ

ね、多分。そこについての取り扱い方というのは教えて欲しいです。というのは、東西圧

縮場では東西の走向を持つような断層で横ずれというのは非常に立っている断層では起き

づらいのは、もう皆分かっていることなので、どれだけ傾いている可能性があるかという

ことをやっぱり考える必要があって、そういうところについて現在の応力場もしくは発震
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機構をもとにした検討をしたかということについて少し意見を伺いたいと思います。現実

的には非常に傾けた３５°をやっておられるので、私はその中で吸収されるような気もす

るんですけれども、考え方として、どういう断層モデルがここではあり得るかっていうこ

とについての考えを教えてください。お願いします。 

○田中ＧＬ 阿比留部長、御回答お願いします。 

○阿比留担当部長 Ｎｏ．１の鳥取中部の地震は、東西圧縮場の中で東西の走向を示して

いるものでございます。その他の地震に関しましては、先生の仰るとおり東西圧縮場なの

で、ほぼ南北方向の走向、さらに中小地震ですので断層もわからないという状況ですが、

鳥取中部の地震は東西方向なので採用できるのではないか、宍道断層に関して参考にでき

るのではないかと思っております。ただし御存知のように、先ほど先生の御指摘のように、

東西というのは中々無いとは思っておりまして、そこら辺も東西で全部やりたいところで

はあるんですけども、数も少ないということで、Ｎｏ．２からＮｏ．８については、参考

的に求めているということでございます。 

先ほど先生も仰っていただきましたように、昔の断層の逆断層系の３５°ということ、

地質調査結果ではありますけどもこれについて不確かさで考慮しているので、そこら辺を

カバーしていると考えてございます。以上です。 

○岩田顧問 周辺ではそういったメカニズムをもつイベントもあるということについては

どこかで説明があると、より分かりやすいかもしれません。よろしくお願いします。 

○田中ＧＬ 岩田先生よろしかったですか。 

○岩田顧問 この部分の御説明については了解しました。ありがとうございます。 

○田中ＧＬ はい。それでは続きまして釜江先生、ゆっくり話していただけますでしょう

か。 

○釜江顧問（論点＜２＞，＜９＞に関連して、基準地震動Ｓｓ－Ｆ１，Ｓｓ－Ｆ２に係る

説明内容や、耐専式が安全側と判断した根拠について意見あり） 

(※)音声不具合により聞き取り難かったため後日発言内容を確認(別紙(ウ),(エ)参照) 

○田中ＧＬ 阿比留さん聞こえましたでしょうか。耐専式の内陸補正に関してのコメント

だと思いますけど、よろしくお願いいたします。 

○阿比留担当部長 はい。耐専式につきましてはですね、釜江先生もよく御存知で私が言

うのもあれなんですけども、基本的にはこの極近距離よりも遠い場合に関しましては、Ｎ

ＧＡ式等と耐震式はよく整合しているというような知見もございます。この極近距離より
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も近い場合はＮＧＡ等の一般的な式よりも、どんどんどんどん大きく、極近距離の線から

離れていくと急速に大きくなっていくという知見がございます。ただし、先ほど御説明い

たしましたとおり、普通なら使わないところでありますけども原子力の審査ということで、

念のためということもありまして、この近いものを使っております。先ほどの４７ページ

も御覧いただいたら分かると思うんですけども、宍道断層と海の断層では、断層モデルを

比べても宍道断層のほうが大きくなっておりますので、普通ならこの緑の線と青い線は逆

転していると思っているんですけども、これぐらいの安全性と申しますか、この耐専スペ

クトルの極近距離より近いところは急激に大きくなるということを示している図だと考え

てございます。ただし、原子力の審査なので、安全側に今回は考慮しているということで

ございます。以上です。 

○釜江顧問（資料５の４７ページ記載に関する確認） 

(※)音声不具合により聞き取り難かったため後日発言内容を確認（別紙(エ)参照） 

○阿比留担当部長 中国電力の阿比留です。少し音声が途切れて聞き取りづらかったんで

すけども、聞こえた範囲でお答えいたしますと、緑が宍道断層のＮＧＡで評価した式、青

が先ほどピックアップした海の断層で、耐専式の、さらに内陸補正を考慮しないものの式

ということになってございます。以上です。 

○釜江顧問 分かりました、非常に差があるということですね。 

○阿比留担当部長 はい、そうです。 

○釜江顧問（ＮＧＡ式等と耐専式の計算結果差異に関する確認） 

(※)音声不具合により聞き取り難かったため後日発言内容を確認（別紙(エ)参照） 

○阿比留担当部長 申し訳ありません、ちょっと音声が途切れているので先生の問いに的

確に答えているかどうか分からないんですけども、この宍道断層の緑の線はＮＧＡ式で描

いておりまして、同じように、このＮＧＡ式で海の三連動の断層を評価いたしましたとこ

ろ、この緑の宍道断層の評価の中に包絡されるという結果を我々の中で確認いたしており

ますので、この青い線の耐専スペクトルのみの三連動の値はかなり大きいものだと理解い

たしております。以上です。 

○釜江顧問 分かりました、ありがとうございました。 

○田中ＧＬ はい、釜江先生よろしかったですか。御質問への回答になってましたかね。 

○釜江顧問 はい結構です、ありがとうございました。 

○田中ＧＬ それでは続きまして佃先生のほうにもコメントいただければと思います。よ
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ろしくお願いいたします。 

○佃顧問 はい。私自身まだ納得できてないというか理解できてないところは、Ｆ―Ⅲ，

Ｆ－Ⅳ，Ｆ―Ⅴの基本震源モデルのパラメータの設定のところで、３５ページです。私自

身は地質系なので、基本的に地質構造の調査から出てきた情報を基本に断層モデルを作っ

て欲しいという立場なんですけども、説明にある３５°の傾斜角を採用することが基本モ

デルとしては適切でないというところをもう少し詳しく説明していただけないかなと思う

んです。つまり、７０°を想定した時に、何にも実態としては見えてないところがあるも

のを想定してモデル化するというのは、それは例えば地下深い地震発生層の仮定、深いと

ころでは７０°になっている可能性があるよというのか、どういう実態的なイメージを持

って納得すればいいんですかね。中央構造線のところの議論でもあったんですが、傾斜し

ているのか、横ずれ断層だから広角でなきゃいけないんだとか。そういう議論もしました

けれども、まだ地震学的によく分からないこともいっぱいあると思います。断層の強度だ

とかよく分からないものもありますが、レシピに基づいてやられていると理解はしてるん

ですけど。ちょっと実態的に見えないものを想定した時にどういう説明ができるのかとい

うのは、まだちょっと私が納得できてないんですけど。説明お願いできますでしょうか。 

○阿比留担当部長 島根県さんよろしいでしょうか、こちらで御説明しても。 

○田中ＧＬ はい、阿比留さんよろしくお願いいたします。 

○阿比留担当部長 はい。今の佃先生の御指摘でございますけども、まず海の断層に関し

ましてこの３５°の傾斜といいますのは、南に向かって低角に３５°という音波探査の結

果で出ております。これは現在の後期更新世以降の活動はないのではないかと我々判断し

ておりまして、この３５°というのは、南北圧縮場の時の逆断層系の時にできた傷ではな

いかと考えておりますので、この活断層に関しましては、Ｂ層という層を切ってないとい

うこともあって、そこにＢ層がないので、活断層として認めているというものでございま

す。その時に、昔の活動で動いているのではないかと考えておりますので、基本的に現在

の東西圧縮場で動くとすると、横ずれ断層であれば高角の断層であろうと考えておりまし

て、その付近の中小地震で、中国地方で大体どれぐらいの傾きがあるのかということを参

考に、基本震源モデルを設定いたしております。ただし先ほども説明いたしましたとおり、

実際の地質調査結果としては、３５°というふうに傷がついておりますので、これについ

ても不確かさで動くと、仮に現在に横ずれ断層で動くのであれば、３５°ではなくて、７

０°で動くのではないかというふうに我々は判断して、このような値を提示させていただ
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いております。以上です。 

○佃顧問 どうもありがとうございます。やっぱりまだ十分に、実態的に納得できないと

ころがあります。実際にこの海域で表層部分に出る断層の分布として記載されているのは

非常に屈曲して、くねくねと曲がっていて直線的ではないですよね。横ずれ断層の典型的

な連続性からすると少し違っています。曲がっている地上の形状から見ても、地下の傾斜

を持った断層の運動によって出来るだろうと。ただしそれはおそらく少し古い時代の活動

の断層の形状であると。現在の応力場を見ると横ずれ断層が想定されるので、横ずれする

時に同じ場所を使って、横ずれ断層を起こすと非常に断層面積が大きくなって、一般的に

はそんな形状でそのままずれるというのは考えにくいかもしれないけど、地質学的にはそ

の方が理解はしやすいというか、新たにインタクトの場所に破壊面を作るというのはとん

でもない力が要るので、そういうことを想定するというのはすごく不自然かなとは思って

しまうんですよね。中央構造線の議論もありましたが、まだ現在も議論の途上で、色んな

議論があることは理解しますので、ここはどういう根拠で、どういうふうにして判断した

というところを、より明確にしたものを文章化していただくのが一番いいのだと思います。

後々記録としても辿れるというところもありますし。まだ私自身は学問的に色んな議論が

できる場所であると思っていますので。以上です。 

○田中ＧＬ 阿比留部長、コメントがありましたらどうぞ。 

○阿比留担当部長 はい。佃先生の仰っていることも理解しつつですね、我々の意見とし

ては、このように提示させていただいているということで御理解いただければと思います。

以上です。 

○田中ＧＬ はい。ありがとうございます。 

○釜江顧問 ちょっといいですか、釜江ですけども。 

○田中ＧＬ はい。釜江先生どうぞ。 

○釜江顧問 今の件で少しだけ。ちょっと聞こえにくくて申し訳ないんですけれども、い

いですか。 

○田中ＧＬ はいどうぞ。 

○釜江顧問（論点＜１０＞に関連して、海域三連動の断層傾斜角設定について意見あり） 

(※)音声不具合により聞き取り難かったため後日発言内容を確認（別紙(オ)参照） 

○阿比留担当部長 島根県さん、お答えしてよろしいでしょうか。 

○田中ＧＬ はい、阿比留部長よろしくお願いします。 



－32－

○阿比留担当部長 はい、中国電力の阿比留でございます。今釜江先生の御指摘、先ほど

佃先生も仰ってましたけれども、中央構造線が地質断層として傾いているということは

我々も認識しておりまして、四電さんもですね、基本の震源モデルは鉛直に近いものとし、

不確かさとして地質断層を考慮していると。スタンスとしては、我々と同様のスタンスで

評価されております。 

もう１つは先ほど来から申し上げていますとおり、これについては不確かさとして考

慮しております。断層モデルで不確かさの３５°の傾斜を考慮いたしましても、宍道断層

の基本震源モデルの中に比べてもかなり小さいもの、やはり距離が宍道断層より離れてお

りますので、距離が離れているということで、地震動も小さくなっているということでご

ざいます。そこのあたりのチェックもいたした上での基準地震動の設定をしているという

ことでございます。以上です。 

○田中ＧＬ はい、ありがとうございました。 

時間がなくなりましたけども、最後に１つだけ、論点項目の＜１０＞について岩田先

生からコメントあればお聞かせいただきたいんですけど。不確かさの組み合わせについて

ですね。何かここで一言ございましたら、コメントよろしくお願いいたします。 

○岩田顧問 ＜１０＞については、中央構造線もしくは今回の三連動については地質学的

な情報と地震学的な情報が色々違う断層面を想定する可能性が高いということから、さっ

き釜江先生が仰ったように、地質境界のほうでも振らせるというのはもちろん、中電さん

のほうがやられているっていう話でしたので、それも含めてですね、多分、設定される基

本となる震源断層モデルを、佃先生の御発言も含め、明確にしておくことが必要で、それ

にはやっぱり、１番は、そういうのが条件になっているかどうか私は分かってないんです

けど、現在の応力場ですね。どういう地震が発生する可能性が高いかとかを踏まえた上で

の合理的な断層モデルの設定ですということをちゃんと、まあ書いているものには書いて

あるんだと思うんですけど、それを説明できるようにしておけば良いのではないかと思い

ます。＜１０＞については以上です。 

○田中ＧＬ はい、ありがとうございます。 

何回も言いますけど時間になりましたので、まだ議題も最後まで紹介できませんでし

たけども、ここでお開きにさせていただきたいと思っております。 

○岩田顧問 事情は分かりますが、すいません。 

○田中ＧＬ はい。 
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○岩田顧問 ＜１１＞、これは次の回かもしれませんけども、ひずみ集中帯のような未知

の断層を考慮するというセンテンスに非常に私は違和感を感じてたんですけども、やっと

島根県さんの説明も含めて段々分かってきたんですけど。結局答えはそういうことだとい

うことは何を言っているかというと、ここで言っているひずみ集中帯というのは、島根県

周辺のことを言っているのではなくて日本海から神戸、新潟のほうのひずみ集中帯のこと

を言っておられるのでしょうか。そうした場合に、新潟・神戸ひずみ集中帯で発生した未

知の断層に関係したような地震を、特に震源を特定せず策定する地震動の１つとして、考

える必要はないかという意味ですね。これは県への質問です。 

○田中ＧＬ はい、県のほうからお答えいたします。 

そういう主旨で、未知の断層を考慮することが必要ないかということで、答えは震源

を特定せず策定する地震動ではあるんですけど、西村准教授のところでですね、山陰近く

にもあるひずみ集中帯とは直接関係しないんですけど、そういった表に出てない断層、未

知なものもちゃんとやってあるかというのを明確にしておきたいというのが、論点の主旨

になっております。 

○岩田顧問 分かりました。そういうことであればそれが分かるようなセンテンス、文章

にしたほうが私は良いように思います。つまり、ひずみ集中帯のような未知の断層を考慮

するというセンテンスがほとんど意味がわからないので、私も考えますが、島根県さんも

考えていただければと思います。以上です。 

○田中ＧＬ はい、了解いたしました。論点とその詳細の記載が直接整合してないような

ところも実は気にはしておりましたので、また後ほど御相談させていただければと思いま

す。 

そうしますと時間もだいぶ過ぎましたので、これにて本日の小会議を終了させていた

だきたいと思います。本日議論した中で論点の不足など、お気づきなところがありました

ら、次回の顧問会議、小会議で改めて御意見いただくか、もしくはメール等で我々のほう

に言っていただければ反映するようにさせていただきたいと思っておりますので、また引

き続きよろしくお願いいたします。 

それでは閉会にあたりまして、先ほど御挨拶した次長のほうから、再び御挨拶申し上

げたいと思います。 

○森本次長 本日は、各顧問の先生方におかれましては、長時間にわたり大変有意義な御

意見をいただきありがとうございました。初のテレビ会議ということで、色々と不慣れな
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点もあって失礼いたしました。次回もこういう形で、引き続き御意見をいただければと思

います。 

次回の開催日程につきましては別途調整させていただきますが、次回は本日の地震対

策の続きと津波対策を主なテーマとして進めたいと思っております。 

顧問の先生方におかれましては、引き続き本県の原子力行政への御理解と御協力をい

ただくようお願い申し上げて、本日の会議を終わらせていただきたいと存じます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○田中ＧＬ ありがとうございました。 

回線の不具合も色々ありましたけど、今後のやり方も検討させていただきたいと思い

ますので、また引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして第１回の自然災害対策小会議を終了させていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。 


